
解説　電気設備の技術基準　第 19版

経済産業省産業保安グループ編

令和 4年 11 月 30 日　省令改正

令和 4年 11 月 30 日　解釈改正

令和 5年                  3 月 20 日　解釈改正

による変更を記した冊子

※　�経済産業省のホームページ中　政策一覧→安全・安心→産業保安→電力の安全　にあ
る新着情報に掲載された 2022 年 12 月 1 日「電気事業法施行規則等の一部改正につい
て」の中と，同じく新着情報 2023 年 3 月 20 日「高圧ガス保安法等の一部を改正する
法律の一部改正に伴う関係内規の改正等について」の中に，「電気設備の技術基準の
解釈」の改正に関する新旧対照表があります。本冊子と合わせてご確認ください。

文一総合出版 （2023.�5月作成）
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《令和 4年 11月 30日　省令及び解釈の一部改正》

扉頁に省令・解釈改正日を追加
令和 4年 11 月 30 日省令改正
令和 4年 11 月 30 日解釈改正

　本改正は，一定の地域内における災害時等の活用，電力系統に対する調整力の提供等
を目的に，事業者が蓄電用の電気工作物を単体で設置するような運用が本格化する事を
見込み，当該設置形態に係る保安規制の解釈及び運用を示すものです。施行は令和 4年
12 月 1 日となります。
（経済産業省ホームページ　電気設備の技術基準の解釈等の一部改正について　より一部抜粋）

P6　8行目（目次）（下線部分を追加）

発電所並びに変電所　→　発電所，蓄電所並びに変電所
以下同様に，発電所の後に「，蓄電所」を入れる箇所
P51  16・22行目，P65  下から 11行目，P66  下から 6行目，P67  13・15・下から
1行目，P68  18行目，P69  10行目，P70  1行目，P71  10行目，P73  下から 11行
目，P75  13行目，P81  11行目，P83  9行目，P88  3行目，P95  9・11行目，P97  6・
15行目，P119  下から 8行目，P189  15-1表中  中性点接地式電路中，P197  6行目，
P210  13行目，P227  下から 4行目，P229  15行目，P230  7行目，P240  下から 6

行目，P242  14行目，P250  5行目，P264  8行目，P265  3行目，P265  36-1表中  

5カ所，36-1表の備考中，P269  4行目，P275  1行目，P275  5行目，P288  下から
7行目，P339  2行目，P453  下から 10行目，P873  10行目

P27　最後の行に追加
㊷　令和 4年 11 月 30 日　経済産業省令第 88 号〔電気事業法施行規則等の一部改正〕

P51　12行目に追加
四　「蓄電所」とは，構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他
の電気工作物により貯蔵し，当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさ
らに構外に伝送する所（同一の構内において発電設備，変電設備又は需要設備と電
気的に接続されているものを除く。）をいう。

P51　12～ 14行目（下線部を追加・修正）

五　「変電所」とは，構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器，回転変流機，
整流器その他の電気機械器具により変成する所であって，変成した電気をさらに構
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外に伝送するもの（蓄電所を除く。）をいう。

P51　15行目　～　P52　12行目（号数が一つずつ繰り下がる）

五　→　六，　六　→　七　…（中略）…　十八　→　十九

P95　12行目（下線部分を追加）

しくはこれと同一の構内，蓄電所又は変電所において常時監視をしない発電所，蓄電
所又は変電所は，非常用予備電源を除き，異常が生じた場合に安全かつ確実に停止す

P331　22行目　（第 47条の 3　新設）
【常時監視をしない蓄電所の施設】（省令第 46 条第 2項）
第 47条の 3　技術員が当該蓄電所において常時監視をしない蓄電所は，次の各号のい
ずれかにより施設すること。
一　随時巡回方式により施設する場合は，次に適合するものであること。
イ　技術員が，適当な間隔をおいて蓄電所を巡回し，運転状態の監視を行うもので
あること。
ロ　蓄電所は，電気の供給に支障を及ぼさないよう，次に適合するものであること。
（イ）　当該蓄電所に異常が生じた場合に，一般送配電事業者又は配電事業者が電
気を供給する需要場所（当該蓄電所と同一の構内又はこれに準ずる区域にある
ものを除く。）が停電しないこと。

（ロ）　当該蓄電所の運転又は停止により，一般送配電事業者又は配電事業者が運
用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこと。

ハ　蓄電所に施設する変圧器の使用電圧は，170,000V 以下であること。
ニ　他冷式（変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環さ
せる冷却方式をいう。以下，この条において同じ。）の特別高圧用変圧器の冷却
装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した場合に，逆変換装置の運転を自動
停止する装置の施設等により，当該変圧器に流れる電流を遮断するものであるこ
と。

二　随時監視制御方式により施設する場合は，次に適合するものであること。
イ　技術員が，必要に応じて蓄電所に出向き，運転状態の監視又は制御その他必要
な措置を行うものであること。
ロ　次の場合に，技術員へ警報する装置を施設すること。
（イ）　蓄電所内（屋外であって，変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能
を有する設備を施設する場所を除く。）で火災が発生した場合

（ロ）　他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上
昇した場合
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（ハ）　ガス絶縁機器（圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを
除く。）の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合

（ニ）　逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合
（ホ）　運転操作に必要な遮断器（当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自
動停止するものを除く。）が異常により自動的に遮断した場合（遮断器が自動
的に再閉路した場合を除く。）

ハ　蓄電所の出力が 2,000kW未満の場合においては，ロの規定における技術員への
警報を，技術員に連絡するための補助員への警報とすることができる。
ニ　蓄電所に施設する変圧器の使用電圧は，170,000V 以下であること。
ホ　47-10 表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設すると
きは，同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。

47-10表

場合 動作
第二号ロ（ロ） 当該設備を電路から自動的に遮断するとともに，逆
第二号ロ（ハ）� 変換装置の運転を自動停止する。

三　遠隔常時監視制御方式により施設する場合は，次に適合するものであること。
イ　技術員が，制御所に常時駐在し，蓄電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行
うものであること。
ロ　前号ロ（イ）から（ホ）までに掲げる場合に，制御所へ警報する装置を施設す
ること。
ハ　制御所には，次に掲げる装置を施設すること。
（イ）　蓄電所の運転及び停止を，監視及び操作する装置
（ロ）　使用電圧が 100,000V を超える変圧器を施設する蓄電所にあっては，次に
掲げる装置
（１）　運転操作に常時必要な遮断器の開閉を監視する装置
（２）　運転操作に常時必要な遮断器（自動再閉路装置を有する高圧又は
15,000V 以下の特別高圧の配電線路用遮断器を除く。）の開閉を操作する装置

（ハ）　ニにおいて規定する，蓄電所に必要な装置
ニ　遠隔常時監視制御方式により施設する場合において，前号ロ（ニ）及び（ホ）
並びにホの規定は，制御所へ警報する場合に準用する。

P591　下から 13～ 15行目（第 135条）（下線部を追加）

イ　遠隔監視制御されない発電所又は蓄電所（第 225 条に規定する場合に係るもの
を除く。）。ただし，次に適合するものを除く。
（イ）　発電所又は蓄電所の出力が 2,000kW未満であること。
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P591　下から 3行目（第 135条）（下線部を追加）

ホ　蓄電制御所（蓄電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。）

P591　（第 135条）　下から 2行目　ホ→ヘ　下から 1行目　ヘ→ト　に修正

P592　（第 135条）　1行目　ト→チ　に修正

P592　8～ 9行目（第 135条）（下線部を追加）

六　同一電力系統に属し，保安上，緊急連絡の必要がある発電所，蓄電所，変電所及
び変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの，発電制御所，
蓄電制御所，変電制御所及び開閉所相互の間

P592　12行目（第 135条）（下線部を追加）

イ　発電所又は蓄電所。ただし，次に適合するものを除く。

P592　24行目（第 135条）（下線部を追加）

ニ　蓄電制御所
ニ→ホ　ホ→ヘ

P592　下から 6～ 9行目（第 135条）（下線部を追加）

八　発電所，蓄電所，変電所，変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成す
るためのもの，発電制御所，蓄電制御所，変電制御所，開閉所，給電所及び技術員
駐在所と電気設備の保安上，緊急連絡の必要がある気象台，測候所，消防署及び放
射線監視計測施設等との間
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《令和 5年 3月 20日　解釈の一部改正》

扉頁に解釈改正日を追加
令和 5年 3月 20 日解釈改正

P9　10～ 11行目（目次）（下線部分を修正）

第 5章　電気使用場所の施設及び小出力発電設備　→　第 5章　電気使用場所の施設及
び小規模発電設備
第 1節　電気使用場所の施設及び小出力発電設備の通則　→　第 1節　電気使用場所の
施設及び小規模発電設備の通則

P10　下から 2行目（目次）（下線部分を修正）

第 5節　小出力発電設備　→　第 5節　小規模発電設備

P244　19行目（第 29条）（下線部分を修正。出力→規模）

2　機械器具が小規模発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き，次の各号の

P273　18行目（第 37条の 2）（下線部分を追加）

三　自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除
く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムにおいては，「自家用電気工作物に
係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）」（20220530 保局第
1号�令和 4年 6月 10 日）によること。

P544　4行目（第 120条）（下線部分を追加）

4　地中電線路を直接埋設式により施設する場合は，次の各号によること。ただし，一
般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施
設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格�JESC�E6007（2021）「直接埋設式（砂
巻き）による低圧地中電線の施設」の「3. 技術的規定」により施設する場合はこの限
りでない。

P613　1行目（第 5章）（下線部分を修正。出力→規模）

第 5章　電気使用場所の施設及び小規模発電設備

P613　2行目（第 5章第 1節）（下線部分を修正。出力→規模）

第 1節　電気使用場所の施設及び小規模発電設備の通則
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P613　3行目（第 142条）（下線部分を修正。出力→規模）

【電気使用場所の施設及び小規模発電設備に係る用語の定義】（省令第 1条）

P867　14行目（第 199条の 2）（下線部分を追加）

2　一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所において，電
気自動車等を充電する場合の電路は，次の各号により施設すること。

P870　1行目（第 5章第 5節）（下線部分を修正）

第 5節　小出力発電設備　→　第 5節　小規模発電設備

P870　2～ 3行目（第 200条）（下線部分を修正。出力→規模）

【小規模発電設備の施設】（省令第 4条，第 15 条，第 59 条第 1項）

第 200条　小規模発電設備である燃料電池発電設備は，次の各号によること。

P870　8行目（第 200条）（下線部分を修正。出力→規模）

2　小規模発電設備である太陽電池発電設備は，次の各号により施設すること。

P927　8行目（第 220条）（下線部分を修正。3→ 4）

二　分散型電源　電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 38 条第 4項第一号，第三

P943　16行目（第 227条）（下線部分を追加）

2　一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物において自立運転を行う場合は，2箇�
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《解説の加筆・修正》

P52　24行目（下線部を修正，出力→規模）

して，新たに電気事業法第 38 条第 1 項に規定する小規模発電設備（出力 50kW未満の
以下同様に，「出力」を「規模」に変更する箇所
P208  下から 11行目，P248  7行目，P622  9行目，P868  8行目，P869  18行目，
P870  1～ 3・8行目，P871  1・3・5・8・12・19行目

P52　27行目（下線部を追加）

　「蓄電所」とは，構外から伝送される電力を構内に設置した，第十九号で定義する電
力貯蔵装置に貯蔵し，必要なときに応じて，構外へ同一電圧・同一周波数で伝送する所
を指す用語である。この際，必ずしも電力を受け取った系統へ返す必要はなく，別の系
統に伝送してもよい。「同一の構内において発電設備，変電設備又は需要設備と電気的
に接続されているものを除く。」とは，発電設備や変電設備，需要設備に併設されてい
る電力貯蔵装置については規模に関わらず蓄電所には含まれないことをいう。あくまで
系統に単独で接続されている電力貯蔵装置群（電力貯蔵装置を駆動するための，逆変換
装置や保護機器を含む。）が蓄電所と定義される。

P53　10行目（下線部を追加）

　「電線路」とは，発蓄変電所，開閉所，電気使用場所など電気的な単位をなす場所相
以下同様に，「発変電所」を「発蓄変電所」に変更する箇所
P55  下から 8行目，P192  4・6・10行目，P223  下から 2行目，P224  下から 13・7行目，
P228  18行目，P266  17行目，P267  下から 3行目，P268  7行目・下から 5行目，
P270  20行目，P276  下から 13・11・7行目，P277  15行目・下から 5行目の 2箇
所・下から 1行目，P278  11行目，P281  4行目，P461  12行目，P591  10・11行目，
P594  下から 13行目

P54　4～ 5行目（下線部を追加）

［H20改正点］　第十八号（R4改正で第十九号に移動）を追加した。
［R4改正点］　第四号を追加した。

P63　下から 2行目（下線部を追加）

　令和 4年 12 月の改正では，従来からサイバーセキュリティを求めていない小規模事
業用電気工作物を事業用電気工作物から除いた。
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P64　4行目（下線部を追加）

［R4改正点］　小規模事業用電気工作物の新設に伴い，対象から除外。

P69　下から 10行目
　発電所又は変電所　→　発電所，蓄電所又は変電所
以下同様に，発電所の後に「，蓄電所」を入れる箇所
P70  15行目，P71  下から 11行目，P74  3行目，P76  1行目，P84  3行目，P93  

12行目，P95  下から 6行目，P123  22・27行目，P126  2行目，P132  下から 11行目，
P191  解説 15-1表中  中性点接地式電路中，P193  15行目，P214  1行目，P231  17

行目，P241  14行目，P267  下から 9行目，P268  下から 6行目，P289  1行目，
P575  8行目，P592  下から 3行目，P593  14・21行目，P617  下から 4行目

P71　下から 7行目
　発・変電所　→　発・蓄・変電所
以下同様に，「発・変電所」を「発・蓄・変電所」に変更する箇所
P71  下から 2行目・下から 1行目の 2箇所，P72  2・3・4・6行目，P74  8行目，
P81  17行目，P516  下から 8・4行目，P593  3行目，P594  2行目の 2箇所・4行
目の 2箇所・下から 10・6・4・3行目，P596  下から 6行目

P124　7行目（下線部を修正）

なお，省令第 1条第九号で「これらに類する場所｣ という場合は「電線路」の定義上

P188　下から 10行目（下線部を追加）

第 2項は，発電所や蓄電所，変電所など電気使用場所以外の場所における低圧電路に

P242　下から 4行目（下線部を追加）

第一号は，発電所又は蓄電所の所内用変圧器や変電所，開閉所若しくはこれらに準ず

P266　17行目（下線部を修正）

イは，発電所，蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所のように電気に関する知

P268　下から 10行目（下線部を追加）

上位の発電所や蓄電所，変電所において地絡事故を検出して電路を遮断することができ

P274　2行目（下線部を追加）

第三号は，自家用電気工作物（発電事業の用に供されるもの及び小規模事業用電気工
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作物を除く。）に係るサイバーセキュリティの確保に関して示したものである。近年，

P274　9行目（下線部を追加）

リティの確保義務について，自家用電気工作物を含む事業用電気工作物（小規模事業用
電気工作物を除く。）へ拡大することとし，令和 4年 10 月より施行することとした。

P331　22行目　（新設の第 47条の 3の下に追加）
〔解　説〕　情報伝送技術及び自動制御技術の進歩並びに電力用機器及び保護装置の信頼
性の向上等の技術的要因を背景として，無人の蓄電所が設置されているが，本条は，前
条と同様，技術員が当該蓄電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないことが
できる蓄電所の種類と，その場合の施設条件について示している。
常時監視をしない蓄電所においては，異常が生じた場合に，技術員の迅速，かつ，適
切な措置を期待することができないため，保安上の観点から，常時監視をする蓄電所よ
りも安全に停止するよう機器の保護装置等を強化する必要がある。
第一号の「随時巡回方式」は，常時監視をしない蓄電所の中で最も簡素な監視方式で

あり，イにおいて，技術員が適当な間隔をおいて蓄電所を巡回し，運転状態の把握を行
うものであることを示している。また，「適当な間隔をおいて蓄電所を巡回」とは，蓄
電所の機器の運転状態に拘束されず，技術員が平常勤務している場所から適当な間隔を
おいてその蓄電所へ出向いて，運転状態等を監視することを指している。また，この時
に同時に点検又は保守を行うことも考えられる。
ロは，随時巡回方式の適用条件を示したものである。随時巡回方式では，事故等によ
り蓄電所が停止しても技術員へ警報されず，次回の巡回まで停止状態となるため，ロ（イ）
及び（ロ）に適合する蓄電所，すなわち「電気の供給に支障を及ぼさない」蓄電所に限り，
同方式を適用できるものとしている。
（イ）は，蓄電所に異常が生じた場合に，電力会社から供給を受ける需要家が停電し
ないことを求めている。
（ロ）は，蓄電所の運転又は停止により，電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を
及ぼさないことを求めている。これは，電気の供給支障だけでなく，蓄電所の運転又は
停止により，需要家へ供給する電気の質が低下する場合も考慮する必要があるためであ
り，例えば，蓄電所の運転又は停止により当該蓄電所付近に接続された需要家の電圧又
は当該蓄電所が接続されている電力系統の周波数が変動するものは，（ロ）の条件に適
合しない。
ここで「電圧及び周波数の維持」とは，需要家の受電点において電気事業法施行規則
第 44 条の電圧及び周波数の値（電圧にあっては 101 ± 6V，202 ± 20V，周波数にあっ
ては標準周波数）を指している。なお，系統周波数の著しい低下は，他の蓄電所の電力
系統からの分離に結び付く場合もあるため，離島等において，蓄電所の容量と当該蓄電
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所を連系する電力系統の電力容量とを比較して影響が小さくない場合には，その取扱い
に十分注意する必要がある。
ハで，随時巡回方式の適用範囲を蓄電所に施設する変圧器の使用電圧が 170,000V 以
下のものに限定しているのは，常時監視をしない変電所の施設条件（→第 48条第一号）
と整合を図るためである。
ニの「他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇し

た場合」については，第 43条で警報装置の施設が規定されているが，随時巡回方式の
場合には，逆変換装置の運転を自動停止する装置を施設することとしている。
第二号の「随時監視制御方式」は，技術員へ蓄電所の異常等を警報する装置を施設し，
技術員が警報受信時その他必要に応じて蓄電所に出向き，蓄電所の監視及び機器の操作
等を行う方式である。
ロは，蓄電所の異常等を技術員に警報する項目を示しており，（イ）から（ハ）にお
いて規定している。
（イ）は，蓄電所内で火災が発生した場合は，早急に消火体制を整えるための連絡及
び蓄電所内での必要な措置がとれるように，火災報知器を設けることを示している。
（ロ）の冷却装置の故障については，冷却装置用電源の喪失，電源の欠相又は冷却器
各群の過負荷遮断などを考えており，ファンモーター各個のヒューズの溶断のような部
分的な故障は考えていない。
（ハ）の「ガス絶縁機器の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合」は，機器内部に封
入してあるガスの圧力低下により内部せん絡等の絶縁破壊を生じるおそれがある場合に
限定している。
（ホ）の「運転操作に必要な遮断器」には，逆変換装置の連系用の遮断器，送配電用
の遮断器及び事故時の自動遮断専用に施設される遮断器であって，遮断器が動作したと
き技術員が現場に出向き投入しなければならないような遮断器も含まれる。一方，電力
貯蔵装置の遮断器であって，並列用のものと保護用のものが 2台直列に施設されている
場合における並列用のもの及び母線などに施設される遮断器であって，保守時に母線な
どを切り分けるために用いられ，事故時には遮断しないようなものは，これに該当しな
い。「当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。」としてい
るのは，警報を必要とする遮断器を明確にするためのものであり，考え方は第 48条の
2第 3項第二号ハ（ロ）と同様である。
ハは，蓄電所出力が 2,000kW未満の場合にあっては，技術員に報知する警報を連絡補
助員に報知する警報とすることが認められることを示している。ここで「補助員」とは，
蓄電所の運転に必要な最小限度の知識がある者であって，蓄電所の管理者との責任関係
が明らかとなっている者であればよい。例えば，補助員を警備員とする場合についても，
委託契約によって責任関係が明確であり，最小限度の知識に係る教育が実施され，確実
な連絡体制が構築されていること等が明らかであれば，補助員の条件に適合するものと
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判断できる。
ニでは，随時監視制御方式の適用範囲を蓄電所に施設する変圧器の使用電圧が
170,000V 以下のものに限定している。これは，常時監視をしない変電所の施設条件（→
第 48条第一号）と整合を図るためである。
第三号の「遠隔常時監視制御方式」は，技術員が蓄電制御所に常時駐在し，蓄電所の
運転状態の監視及び制御を遠隔で行う方式である。
ロは，蓄電所の異常等を蓄電制御所に警報する項目を示しており，その考え方は第二
号ロと同様である。
ハは，蓄電制御所に施設する必要がある装置を示している。
（イ）の「運転」には，起動から並列投入，出力の発生までが含まれており，例えば，
電力貯蔵装置の並列用遮断器等も含まれる。
（ロ）は，運転操作に常時必要な遮断器の監視装置及び操作装置の施設を求めている。
ここで，使用電圧が 100,000V を超える変圧器を施設する蓄電所に限っているのは，常
時監視をしない変電所の施設条件（→第 48条第五号）との整合を図るためである。また，
自動再閉路装置を有する高圧配電線又は 15,000V 以下の特別高圧配電線（主に第 108条
に示している特別高圧配電線）用遮断器の操作装置については省略することを認めてい
る。これは，これらの配電線は事故時以外に操作することがほとんどなく，かつ，事故
時に再閉路を失敗したときは配電線路の事故復旧に相当の時間を要するものであり，配
電線の事故復旧確認後に現場で再投入すればよいからである。
「運転操作に常時必要な遮断器」には，蓄電所の保守点検時の切替え操作のみに使用
されるもの及び事故時の自動遮断専用に用いられる遮断器（遮断器が動作した場合に現
場に技術員が出向き，回路や機器の状態を十分検討した後でなければ投入することがで
きないもの）は含まれない。

P550　7～ 8行目（下線部を追加・修正）

追加した規定である。ここで，当該規格の適用にあたり，一般用電気工作物又は小規模
事業用電気工作物が設置された場所及び私道（公道以外の道路）（→解説 120.5 図）には

P550　14行目（下線部を追加）

事業用電気工作物（小規模事業用電気工作物を除く。）が設置された構内に

P592　下から 3行目（下線部を追加）

〔解　説〕　電力系統を構成している事業用電気工作物（小規模事業用電気工作物を除く発

P593　3行目（下線部を追加）

発電所から蓄電所又は変電所への送電は，この通信設備によって予めその旨を給電所
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P593　5行目（下線部を追加）

事故等で発電，蓄電，送電，変電等の機能が停止した場合や，設備の点検，保守など

P593　16～ 18行目（下線部を追加）

御所，蓄電制御所，変電制御所，開閉所，電線路の技術員駐在所（いわゆる保線所，保
線区等）との間に電力保安通信用電話設備を施設するよう規定している。ここでいう発
電所，蓄電所，変電所，発電制御所，蓄電制御所，変電制御所，開閉所，電線路の技術

P593　20～ 21行目（下線部を追加）

S43 基準で，発電制御所，変電制御所，R4基準で蓄電所が新たに追加されたが，従来
これらの制御するところは当然発電所であり，蓄電所であり，変電所であると解釈され
ていたが，発電所や蓄電所，変電所の中にない独立した制御所も将来は考えられるとい

P594　5行目（下線部を追加）

し書の発電所を除く。）無人蓄電所又は無人変電所との間においては，事故時などに保安

P594　下から 11行目（下線部を追加）

第七号の「技術員駐在所」とは，発電所，蓄電所，変電所，発電制御所，蓄電制御所，

P713　下から 2行目（下線部を追加）

いての規定である。変圧器等は，発電所，蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所

P916　13行目（下線部を追加）

これらを併記しないこととした。なお，電気事業者の発電，蓄電，変電，送配電設備は

P947　4～ 6行目（下線部を追加）

護装置の動作後であるため，本条で規定している。本項は，一般用電気工作物及び小規
模事業用電気工作物について規定しているが，これは，自立運転は完全に系統と切り離
されたスタンドアローン状態での運転であり，分散型電源が事業用電気工作物（小規模
事業用電気工作物を除く。）である場合の解列箇所については，電気的専門知識を有し
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発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説 
《令和 5年 3月 20日改正》

P1030　11行目（下線部を追加）

2　発電用太陽電池設備が一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物である場合に
は，前項の規定は，同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と
読み替えて適用するものとする。

P1031　14行目～最終行を差し替え
　日本産業規格 JIS�C�8955（2017）に規定された風圧荷重，積雪荷重及び地震荷重はそ
れぞれ，建築基準法施行令第 87 条，第 86 条，第 88 条を参考に設定されている。これ
らの荷重の再現期間は 50 年を想定しており，「当該支持物の設置環境下において想定さ
れる各種荷重」についてもこれと同等の荷重を設定することが望ましい。なお，地上
に施設される発電用太陽電池設備において，アレイ面の下端部に作用する積雪による沈
降荷重等については，「地上設置型発電システムの設計ガイドライン 2019 年版」（国立
研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：2019）の技術資料が，傾斜地に
施設される場合の風圧荷重については，「傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施
工ガイドライン 2021 年版」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：
2021）が参考となる。また，水面等に施設される発電用太陽電池設備の支持物（フロート，
架台，係留索，アンカー：解説 1図参照）については，地上や建築物上に施設される発
電用太陽電池設備とは異なる荷重を想定する必要があることから，解説 1表や「水上設
置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン 2021 年版」（国立研究法人新エネル
ギー・産業技術総合開発機構：2021）を参考として考慮すべき荷重を検討する。

P1033　5行目（下線部を追加）

別することができる（解説2図）。ただし，この式は一時的な判別に使用されるものであり，

P1035　下から 7行目に続けて追加
こうした設計を行う際には，「水上設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライ
ン 2021 年版」（国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：2021）の 10. 係留
設計が参考となる。

P1035　下から 3行目（下線部を追加）

が参考となる。また，設置形態別に「傾斜地設置型太陽光発電システムの設計・施工
ガイドライン 2021 年版」（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：
2021），「水上設置型太陽光発電システムの設計・施工ガイドライン 2021 年版」（国立研
究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：2021），「営農型太陽光発電システムの設
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■
■
■
■

計・施工ガイドライン 2021 年版」（国立研究法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：
2021）が参考となる。なお，建築物に付帯する太陽電池発電設備については，この解釈

P1075　3～ 6行目（下線部を修正）

によって土砂流出や地盤崩落等によって公衆安全に影響を与えるおそれがある場合に
は，排水工，法面保護工等の有効な対策を講じること。
2　施設する地盤が傾斜地である場合には，必要に応じて抑制工，抑止工等の土砂災害
対策を講じること。


